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令和8年度 収支決算書（防火井戸等修繕設置事業）

３ー２ 防火井戸等修繕設置事業 実績報告書類の記載例 希望制

決算額が予算額に比べ20％以上増減している場合、
変更届の提出が必要です（要綱４ページ）。
地域防災課にご相談ください。

増減は
今年度決算ー今年度予算

※②今年度決算の金額が、①今年度予算の金額を
上回った場合は、自治会費・町内会費の持出金で
補填してください。市補助金の増額はできません。

※②今年度決算の金額が、①今年度予算の金額を
下回った場合は、市補助金が減額となる可能性が
ありますので、地域防災課へご相談ください。

グレーの箇所のご記入をお願いします。


